
　謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

　この度、令和６年１２月２７日付け厚生労働省保険局医療課長の通知「保医発１２２７第

　２号」および「保医発１２２７第４号」により、測定項目に検査実施料の新設および留意事

　項の変更がされましたので、下記の通りご案内いたします。

謹白

■ 新規保険収載

■ 保険収載内容　一部変更

■ 適用日

２０２５（R７）年  １月  １日 (水）から適用

測 定 項 目 保 険 点 数

　ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査
　（腫瘍細胞を検体とするもの）

 ２０２００点　

　マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及び
　マクロライド耐性変異同時検出

 ３５０点　

　免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製
　（Ｐ１６タンパク）

 ７２０点　
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▼ 新規保険収載

　（３９） マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時

検出は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムＰＣＲ

法により測定した場合に、本区分の「１２」の膣トリコモナス及びマイコ

プラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出の所定点数を準用して算定す

る。

ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療

法の選択を目的として行った場合。

イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果

判定を目的として行った場合。

　（１１） ｐ１６タンパクは、子宮頸部上皮内腫瘍（ＣＩＮ）が疑われる患者で

あって、ＨＥ染色で腫瘍性病変の鑑別が困難なものに対してＨＱリン

カーを用いて免疫染色病理標本作製を行った場合に、本区分の「１」

エストロジェンレセプターを準用して算定する。

▼ 保険収載内容　一部変更 下線部分が変更されました。

「１」腫瘍細胞を検体とするものについては、初発の進行卵巣癌患

者、転移性去勢抵抗性前立腺癌患者又は転移性、再発若しくはＨＥＲ

２陰性の術後薬物療法の適応となる乳癌患者の腫瘍細胞を検体とし、

次世代シーケンシングにより、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目

的として、ＢＲＣＡ１遺伝子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った

場合に限り算定する。

診療報酬点数表区分 　「Ｎ００２」免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製「１」

留意事項

測定項目 　免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製（Ｐ１６タンパク）

保険点数 　７２０点

検体検査判断料 　病理判断料　(１３０点)

診療報酬点数表区分 　「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査「１２」

留意事項

測定項目 　マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出

保険点数 　３５０点

検体検査判断料 　微生物学的検査判断料(１５０点)

測定項目 　ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査（腫瘍細胞を検体とするもの）

保険点数 　２０２００点

検体検査判断料 　遺伝子関連・染色体検査判断料　(１００点)

診療報酬点数表区分 　「Ｄ００６-１８」 ＢＲＣＡ１/２遺伝子検査 「１」腫瘍細胞を検体とするもの 

留意事項

～ （略） ～

　（１）

～ （以下、略） ～
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